
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
見
　
聡

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

医
療
法
人
い
し
が
き
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
五
月
一
日

秋
田
市
土
崎
港
中
央
四
︱
六
︱
二
二

玉
田
眼
科

令
和
七
年
五
月
一
日

秋
田
市
土
崎
港
中
央
五
︱
六
︱
二
九

川
上
医
院

令
和
七
年
五
月
一
日

秋
田
市
牛
島
東
七
丁
目
七
番
一
六
号

及
川
医
院

令
和
七
年
五
月
一
日

秋
田
市
飯
島
新
町
三
丁
目
一
番
二
〇
号

岡
田
小
児
科
医
院

令
和
七
年
五
月
一
日

横
手
市
十
文
字
町
西
原
一
番
町
五
一
︱
二

医
療
法
人
章
進
会
　
加
賀
医
院

令
和
七
年
五
月
一
日

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
伏
見
字
久
保
一
二
︱
九
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健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
見
　
聡

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

寺
内
歯
科
医
院

令
和
七
年
五
月
一
日

秋
田
市
寺
内
油
田
二
丁
目
五
︱
二
一
Ｙ
シ
ャ
ト
ウ
ビ

ル
一
Ｆ

医
療
法
人
瑞
雲
会
　
工
藤
歯
科
医
院

令
和
七
年
五
月
一
日

由
利
本
荘
市
裏
尾
崎
町
一
〇
番
二

小
番
歯
科
医
院

令
和
七
年
五
月
一
日

湯
沢
市
佐
竹
町
九
︱
三
四

高
橋
歯
科
医
院

令
和
七
年
五
月
七
日

大
仙
市
角
間
川
町
字
西
本
町
二
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健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
見
　
聡

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

ユ
︱
カ
リ
薬
局

令
和
七
年
五
月
一
日

秋
田
市
飯
島
字
長
山
下
一
二
八
番
地
四

か
ん
な
り
堂
薬
局
フ
ォ
ン
テ
店

令
和
七
年
五
月
一
日

秋
田
市
中
通
二
丁
目
八
番
一
号
フ
ォ
ン
テ
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｔ

Ａ
　
四
〇
二
︱
一

あ
さ
の
薬
局

令
和
七
年
五
月
一
日

能
代
市
東
町
一
四
番
一
号

本
荘
駅
前
調
剤
薬
局

令
和
七
年
五
月
十
八
日

由
利
本
荘
市
花
畑
町
二
︱
三
二
︱
三

大
曲
調
剤
薬
局

令
和
七
年
五
月
一
日

大
仙
市
大
曲
上
栄
町
一
〇
番
三
二
号

下
山
サ
カ
エ
薬
局

令
和
七
年
五
月
二
十
日

大
仙
市
大
曲
上
栄
町
八
︱
一
七
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